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違法ダウンロード対策について、著作権者やインターネッ  

トを利用する一般国民の意見を尊重することを求める意見  

書  

                                      

 上記の議案を提出する。  
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武蔵野市議会議長  本  間  まさよ  殿  

 

 

 



違法ダウンロード対策について、著作権者やインターネッ  

トを利用する一般国民の意見を尊重することを求める意見  

書  

 

  インターネット上にある雑誌や小説、論文、写真や画像などあらゆる

コンテンツについて、著作権を侵害していると知りながらダウンロード

することを違法とする著作権法改正案が示され第 198 回通常国会への提

出が予定されていたが、関係者の理解が十分に得られていないとして文

部科学部会と知的財産戦略調査会 は文化庁に対し再検討を指示した。  

 一度は法案提出を了承した部会と調査会が一転して判断を変える とい

う異例の事態となったのは利害関係者である漫画家を初めとする著作権

者、そしてインターネットを利用する一般国民ユーザー双方から の不安

の声であったと考えられる。  

 インターネット環境においては、研究あるいは新たな創作のために、

文章の一部、写真や画像などをメモとしてダウンロードし、クリッピン

グすること、表示されている画面をそのまま画像として保存するスクリ

ーンショットなどは日常的に行われており、こうした行為を違法とする

今回の改正案ではインターネット上で資料を収集するという行為が著し

く萎縮すると考えられる。その結果、文化の発展の阻害、企業や研究者

の国際競争力の低下、インターネットにおける情報の質の劣化などが懸

念される。このことは「文化の発展に寄与する」ことを目的とした著作

権法の立法趣旨に反する。  

 その一方でインターネット上には著作権者に無断でコンテンツをアッ

プロードし、公開をしているいわゆる海賊版サイトが多数存在するのも

事実であり、著作権者の利益が不当に害されることを見過ごすことはで

きない。  

 よって、武蔵野市議会は、貴職に対し、違法ダウンロード対策につい

て、著作権者やインターネットを利用する一般国民ユーザー の意見を尊

重することを強く要望する。  

 



 以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。  

 

平成 31 年３月  日  

 

  武蔵野市議会議長  本間  まさよ     

 

内閣総理大臣  

文部科学大臣  
あて  


